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要  望  

 近年、新型コロナウイルス感染症やエムポックスなど、世界レベ

ルでの大きな脅威となる感染症が発生し、今後のパンデミックへの

備えが求められている中で、感染症を制圧し、国民の保健医療の向

上を図る予防医学の立場から、国立健康危機管理研究機構国立感染

症研究所村山支所で行われている、感染症に対する基礎・応用研究

の重要性は十分に認識しているところです。  

 しかしながら、市民の中には特定一種病原体を常時保管している

ことを不安に感じるとの意見もあることから、それを取り除くため

の取組を具体的に進めていただきたいと思っております。  

 また、令和７年４月には、国立感染症研究所と国立国際医療研究

センターを統合した国立健康危機管理研究機構が設立されておりま

す。国の機関ではなく、特殊法人となりましたが、適切に運営され

るよう、国の責任において、監督・指導をしていただきたいと思っ

ております。  

 つきましては、令和元年７月１日付で貴職へ要望した事項及び同

月５日付の貴職からの確認事項を踏まえ、改めて、下記のとおり要

望するとともに、確認事項に沿った対応を継続していただきますよ

う、要望いたします。  

 

記  

 

１ 施設の安全対策、防災対策について  



  施設の運営は、今後とも市民の安全・安心の確保を最優先に対

応すること。  

 特に、災害や事故に備えるため、市や警察、消防等の関係機関

とも連携し、周辺住民に対する円滑な連絡や状況説明について、

責任をもって対応するとともに、施設の安全性を確保する各種設

備については、常に良好に機能するよう責任をもって適切に保守

管理を行うこと。  

 また、万が一事故等が発生した場合には、国立健康危機管理研

究機構国立感染症研究所村山支所に係る災害・事故等発生時にお

ける対応マニュアルに基づき、直ちに適切な措置を講ずるととも

に、市や周辺住民に対して、速やかに情報提供を行うこと。  

 さらに、施設周辺の安全対策や災害・事故対策及び避難対応に

ついては、引き続き、国として市とも連携しつつ、これまで以上

に継続的に強化策を講じること。  

 

２ ＢＳＬ－４施設で実施する業務について  

  施設での業務は、従前から要望しているとおり、今後とも感染

者の生命を守るために必要な診断や治療等に関する業務に特化す

ること。  

 また、特定一種病原体を常時施設内に保管していることから引

き続き、周辺住民へ丁寧な説明を行うとともに、十分な理解が得

られるよう努めること。  

 さらに、施設運用については、特定一種病原体による重症感染

症に対する治療体制の確立に向けて行う、ＢＳＬ－４施設での業



務においても、引き続き市民への情報提供や施設の安全対策を積

極的に行った上で、市民の理解を得つつ国が責任をもって進める

こと。  

 万が一事故等が発生した場合には、施設内での業務を直ちに停

止するとともに、市や周辺住民に対する情報提供を含め、その対

応を速やかに行うこと。  

 

３ 情報開示・コミュニケーションについて  

  今後とも施設運営の透明性を確保するため、施設運営連絡協議

会を継続して開催し、ＢＳＬ－４施設の使用状況を報告するとと

もに、施設見学会や説明会も継続的に実施し、引き続き、積極的

な情報開示や、地域とのコミュニケーションの強化に努めること。 

 さらに、施設の運営状況をチェックするため、引き続き感染症

対策に関する有識者による体制を確保し、その結果を施設運営連

絡協議会で報告すること。  

 

４ 施設の移転について  

  令和２年１２月１１日付の国立感染症研究所ＢＳＬ－４施設の

今後に関する検討会報告書において、移転先の立地条件等が整理

されたことから、当市以外の適地へのＢＳＬ－４施設の移転先に

ついて、速やかに決定すること。  

 



５ 施設及び施設周辺の環境整備について  

  特定一種病原体を常時施設内に保管していることから、今後も

施設及び施設周辺の安全対策や災害・事故対策及び避難対応の更

なる強化に努めること。  

 さらに、万が一事故等が発生した場合の、周辺住民及び施設職

員の避難受入れ体制の確保を図るため、施設周辺の避難拠点及び

避難路の整備に係る経費の助成を引き続き行うこと。  

 加えて、新型コロナウイルス感染症の流行を契機として、感染

症がまん延する状況においては、感染防止対策に万全を期すこと

が重要となり、分散避難等に備えた市内全域の避難拠点及び避難

路を整備する必要があることから、施設周辺にとどまらず、市内

全域に対象範囲を拡大すること。  

 また、不安に感じる周辺住民の生活環境に配慮し、その環境整

備に努めること。  

以上５項目について、施設を所管する国の責任において履行する

ことを要望する。  

 

令和７年１２月１７日  

厚生労働大臣 上野 賢一郎 様  

 

武蔵村山市長 山﨑 泰大  

 


